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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針は下記のとおりです。

・当社は、「経営理念」及び「会社方針」の実現を通じて、社会に貢献し、社会から必要とされる存在であり続けるため、株主、従業員、顧客、取引
先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行い、企業価値向上へ繋がる最適なコーポレートガバナ
ンスを追求し、その充実に継続的に取り組むものとする。

・当社は、当社の長期的な企業価値の向上のために、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るととも
に、透明性を高め適切な情報開示と説明責任を果たすことにより、経営判断の合理性・客観性を保ち、当社の株主を含めた全てのステークホル
ダーの期待に応えていくものとする。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　議決権の電子行使の環境づくり、招集通知の英訳】

　当社は、機関投資家・海外投資家株主比率や、各種手続・費用等を勘案し、インターネットによる議決権行使を可能とするための環境を整え、ま
た招集通知（狭義の招集通知・参考書類）の英訳を当社ウェブサイトに掲載しております。議決権電子行使プラットフォームにつきましては、現在の
株主構成及び十分な議決権行使比率を鑑み利用を見合わせておりますが、今後も株主比率や議決権行使比率の推移などを踏まえながら、引き
続き検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も保有する方針はなく、原則政策保有株式に依存しない経営を行います。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は「関連当事者取引管理規程」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ
ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に
おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。

　また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正
性確保の仕組みを整備しております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は、経営理念「私たちは、あたたかい会社づくりに挑戦し続けます」をスローガンとし、性別、年齢、国籍、人種、障がい、及びその他の多様
なバックグラウンドに関わらずお互いを尊重しあう職場環境づくり、一人一人が活躍できる環境の整備や研修・制度づくりに取り組んでおります。こ
れらの多様な視点と発想が、イノベーションの創出と持続的な企業成長に直結すると考えております。

　＜多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標等＞

（１）女性

　当社の女性の管理職への登用に関しましては、2030年までに達成すべき長期目標として、女性管理職比率30%を掲げております。2025年12月現
在の女性管理職比率は24.3％となりました。この目標は、意思決定層における多様性を高めることで、組織全体の活性化とイノベーションの創出
を加速させることを目的としております。当社では男女が平等に仕事と生活の調和を図り働きやすくするために、制度面においては男性の育児休
業取得の推進や、ライフイベントに合わせた勤務制度の柔軟な設計（例：短時間勤務、フレックスタイム制度）を行っております。女性社員のキャリ
ア開発を支援する育成面においては、女性の管理職登用機会が長期的に醸成できるよう定期的なキャリア面談の実施や研修を通じ、女性の活躍
を後押しする仕組みを目標達成に向け構築してまいります。

（２）中途採用者

　中途採用者については、通年で採用活動を行っており、多様な経験やスキルを持つ人材を積極的に受け入れております。現在、中途採用者の
管理職登用比率は72.0％となります。当社では、既に多数の中途採用者が管理職として活躍している現状から、目標を設定しておりません。今後
も中途採用者が持つ専門性や知見が最大限に活かされるよう、適切な支援と機会提供を推進してまいります。

（３）外国人

　当社では、国籍を問わず採用活動を継続的に行っております。現在の外国人管理職比率は1.0％となっております。現状、事業上の必要性及び
国籍を問わず登用機会に応じて公正に実施していることから目標値は設定しておりませんが、国籍に関わらず全ての従業員が能力を発揮できる
よう、働きやすい職場環境の整備に努めるとともに、個々の能力適性を考慮した人材育成を実施してまいります。

　今後も多様性を尊重し、幅広い人材が個々の能力を最大限に発揮できる「あたたかい会社づくり」を推進してまいります。これらの取り組みを通じ
て、従業員エンゲージメントの向上を図るとともに、多様な視点の融合によるイノベーションを創出し、持続的な企業成長に繋げてまいります。

　●当社のダイバーシティ方針や人的資本投資に関する基本方針および人材育成方針の詳細は、当社ウェブサイトに記載しております。

　（https://emsystems.co.jp/sustainability/social.html）

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】



　当社ではより自由な資産形成の選択ができるよう確定給付企業年金を廃止し、2023年より確定拠出年金制度へ変更しております。従業員の資
産形成支援に向けて確定拠出年金等の資産運用に関する教育や研修等を実施し、定期的にサポートサイトで運用実績等の情報提供をしており
ます。今後も加入者を含む従業員への教育研修を行うことで、制度利用の推奨を働きかけてまいります。

【原則３－１　情報開示の充実】

　（ｉ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　当社は、東京証券取引所による適時開示情報閲覧サービス（TDnet）や当社ウェブサイト等を通じて、迅速かつ適切な情報開示に

　　努めております。適時開示以外にも積極的に任意開示も行っております。

　　●経営理念及び会社方針

　　≪経営理念≫

　　「感謝」「感動」「共感」

　　私達は、人と地球の健康に貢献し続けます。

　　私達は、お客様から信頼され、感動を提供し続けます。

　　私達は、明るく元気で、あたたかい会社づくりに挑戦し続けます。

　　私達は、適正な利益の確保、健全な経営を維持し続けます。

　　私達は、「ありがとう」を合言葉に、互いを認め、成長し続けます。

　　≪会社方針≫

　　「私達は、先進的なテクノロジーを活用し、国民の健康レベル向上に貢献する、世の中に無くてはならない企業になります。私達は、仕事を通

　　じて幸せになれる企業を目指します。」

　　＜解説＞

　　私達は電子カルテやレセコンと言った医療事務ソリューションベンダーから、「医療」「介護」、すなわち、国民の健康に寄与するソリューション

　　提供に一枚岩となってチャレンジします。

　　さらに私達は唯一無二の企業を目指し、我々自身も心身共に健康であり、自己実現出来る企業を目指して参ります。

　　●当社の経営戦略及び経営計画につきましては当社ウェブサイトに開示しております。

　　（https://emsystems.co.jp/ir/pdf/mid-term_management_plan.pdf）

　（ｉｉ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　当社は、本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本方針を下記のとおりとしています。

　　・当社は、「経営理念」及び「会社方針」の実現を通じて、社会に貢献し、社会から必要とされる存在であり続けるため、株主、従業員、顧客、

　　取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行い、企業価値向上へ繋がる最適なコーポレー

　　トガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むものとする。

　　・当社は、当社の長期的な企業価値の向上のために、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図る

　　とともに、透明性を高め適切な情報開示と説明責任を果たすことにより、経営判断の合理性・客観性を保ち、当社の株主を含めた全てのステー

　　クホルダーの期待に応えていくものとする。

　　また、その他の内部統制に関する基本方針は、当社有価証券報告書にて「コーポレートガバナンスの状況等」として開示しております。

　（ｉｉｉ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　当社の取締役の報酬に関しては、取締役会の諮問に応じて、指名報酬委員会において取締役の報酬等に関する事項について審議し、その

　　答申内容を踏まえて取締役会で決定いたします。なお、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬から構成されており、株主

　　総会にて承認されている報酬限度額の範囲内で取締役会が決定しています。

　（ｉｖ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　（ｖ）取締役会が上記（ｉｖ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　当社の取締役候補の選解任・指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より人物・経歴等を総合的に検討しています。

　　選解任・指名に当たっての手続きとしては、上記方針に従い慎重に検討した後、指名報酬委員会へ諮問し、その答申内容を踏まえて、

　　取締役会にて経営陣幹部及び取締役候補者の個々の内容を決議いたします。

　　また、個々の選任・指名についての説明は、当社ウェブサイトに掲載している株主総会招集通知に記載しているほか、新任候補者に関しては

　　決定後すみやかに開示しております。

　　（https://emsystems.co.jp/ir/stock.html）

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み等】

＜サステナビリティ基本方針＞

・今より一歩、よりよい明日へ

　当社グループでは、医療（クリニック・薬局）、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を主業としております。人々の安全・安心な暮らしを
支え「人と地球の健康に貢献し続ける企業」としてステークホルダーの皆様との対話を深めながら、脱炭素社会の実現や、より一層働きやすい組
織・会社づくりに取り組んでおります。

　当社グループでは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理する体制を構築するため、2021年7月に代表取締役社長を委員長とし、
各部門長で構成される「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。本委員会は原則として年２回開催され、気候変動や人的資本を含むサステ
ナビリティ全般に関するマテリアリティの特定、KPIの策定、及び施策の進捗状況の審議・評価を行っております。取締役会は、サステナビリティ関
連の事項を経営上の重要課題と位置づけ、本委員会から定期的に報告・提言を受けることで、重要事項の審議・決定及び施策の実行状況を監督
しております。また、気候変動関連や人的資本関連の特定のリスク及び機会についても、取締役会が最終的な責任を持って監視し、適切な管理
が行われるよう監督する体制を整えております。なお、特定されたサステナビリティに関するリスクは、当社グループ全体のコンプライアンス・リスク
管理体系の中に統合し、機動的に対応する体制を構築しております。

　当社グループでは、経営戦略の達成のため、環境・社会・ガバナンス（ESG）の各側面における各取組や指標を策定しております。持続可能な経
営の実現のためのマテリアリティ（重要課題）をサステナビリティ委員会で議論した上で特定し、課題解決のための取組の明文化と指標・目標管理
として、それぞれのマテリアリティのテーマ毎に関連するKPIを2030年までの長期目標として設定しております。より具体的かつ実効性の高い取り
組みへと深化させるべく、2025年７月にマテリアリティ（重要課題）の見直しと長期目標の再策定を実施いたしました。

　マテリアリティと長期目標に基づく進捗管理や開示報告については、当社ウェブサイトに記載します。マテリアリティや長期目標については、社会
環境の変化や当社に寄せられた外部からの助言に基づき、必要に応じてサステナビリティ委員会で適宜見直しを行ってまいります。

＜マテリアリティ（重要課題）＞

１. 医療・介護の未来を拓くデジタルソリューション

２. 信頼を築く安全な情報基盤とガバナンス

３. 持続的成長を支える人と地球の健康



　情報開示の充実の面においては、賛同を表明している「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」における提言を元に、気候関連における
財務影響の把握に着手しました。気候変動関連リスク及び機会の分析については、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標・目標」の４つの
分野をより詳細に記述し、シナリオ分析の結果と今後の見通しについて当社ウェブサイト上での開示を行っております。

　（https://emsystems.co.jp/sustainability/tcfd.html）

　人的資本・知的資本への投資に関しましては、会社方針「先進的なテクノロジーを活用し、国民の健康レベル向上に貢献する、世の中になくては
ならない企業になる」ことの実現に向け、社員の健康増進、優秀な人材の確保・育成、及び知的財産の増強・活用を最優先課題と認識しておりま
す。これらを重要な企業財産（資本）と捉え、健康経営の推進、人事制度改革による戦略的な人材育成、並びに特許権・意匠権・商標権等の取得・
活用を強力に推進してまいります。また、ビジネスパートナー等を含めたサプライチェーン全体における人権尊重や公正な取引の徹底を通じ、持
続可能な社会の実現に貢献してまいります。

　●当社のサステナビリティについての取り組み及びESGデータ集

　（https://emsystems.co.jp/sustainability/）

【補充原則４－１－１　取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示】

　当社取締役会は、法令、定款及び会社規程にて定められた重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行います。

　取締役会は、経営計画の策定や経営戦略における投資（設備投資・人的投資等）の決定・見直し等を行います。個別の業務執行の決定は、機
動性と柔軟性を持たせるため、業務執行取締役や執行役員、経営会議へ委任しており、取締役会は、経営理念を踏まえた公正で的確な監督機能
を発揮しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社における社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。

　当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

　　（１）当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

　　（２）当社の主要な取引先またはその業務執行者

　　（３）当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者　

　　　　 が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

　　（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者

　　（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

　　　　１．（１）から（４）までに掲げる者

　　　　２．当社の子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を

　　　　　　含む）

　　　　３．最近１年間において、２または当社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執

　　　　　　行者でない取締役を含む）に該当していた者

　（注）

　　　　１．「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、当社から受けた

　　　　　　者をいうこととしております。

　　　　２．「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこと

　　　　　　としております。

　　　　３．「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または

　　　　　　総収入の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。

【補充原則４－10－１　指名報酬委員会の設置】

　当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、指名
報酬委員会を設置しております。本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とす
ることとしており、代表取締役と独立社外取締役４名の計５名を構成員としております。取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事
項、代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、取締役の指名・報酬に係る方針や基準の策定・改定
に関する事項などを審議し、取締役会に対して答申を行います。

【補充原則４－11－１　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

　取締役会の機能を最も効果的かつ効率的に発揮するため、当社の業務に精通した社内取締役５名と社外での経営経験を有するものや豊富な
知見を有する社外取締役４名により構成されております。取締役９名のうち、３名は女性です。取締役候補者については、他社の経営経験を含め
た豊富な知見を有し、的確で迅速な意思決定ができる人材で、且つ年齢、国籍、人種や民族、性別を問わず総合的に判断し、指名しております。

　取締役の選任に関する方針は、原則３－１(ⅳ)に記載しております。

　●取締役のスキルマトリックスは、当社ウェブサイトに掲載しております。

　（https://emsystems.co.jp/about/officer.html）

【補充原則４－11－２　取締役の他の上場会社の役員兼任状況の開示】

　社外取締役をはじめ、当社取締役の兼務状況については、定時株主総会招集通知や有価証券報告書にて毎年開示し当社ウェブサイトにも掲
載しております。なお、社外取締役の当社取締役会における出席状況等についても株主総会招集通知で情報開示しており、その役割・責務を適
切に果たしております。

【補充原則４－11－３　取締役会の実効性分析・評価の実施と開示】

　当社取締役会は、取締役会の機能向上を目的とし、毎年、各取締役（監査等委員含む）に対して、取締役会の構成や運営等に関する意見を確
認する等して、取締役会全体の実効性等について分析・評価を行うこととしております。

　2025年度は、全取締役に対し、取締役会の構成、運営、機能発揮の状況、株主・投資家等との関係等に関する自己評価方式によるアンケート調
査を実施いたしました。その取りまとめ結果を踏まえ、2026年３月開催の取締役会において、取締役会全体の実効性等についての分析・評価を実
施いたしました。

　この中で、当社取締役会は、カンパニー制の定着による自律的な経営改革の推進や、株主・投資家等との建設的な対話が着実に進展している
こと等から、引き続き実効性が十分に確保されていると評価しました。

　当社は企業価値向上を目指した経営をさらに推進すべく、今回の取締役会の実効性評価結果で認識した課題を踏まえて、改善や検討を重ねな
がら継続的に取締役会の機能向上に取り組んでまいります。

　なお、取締役会機能のさらなる充実に向けて、以下の課題を全取締役が共有しております。

・経営陣育成の実効性向上：サクセッションプランを早期に具体化し、次世代経営陣の育成が計画的に行われるよう取締役会による監督を強化す
ること

・取締役会の審議活性化：事前に議案や事業活動の情報を含めた資料提供や説明会の実施および運営を効率化し、重要議案の背景や論点の
共有を深めることで、取締役会において深度ある議論を十分に行える環境を整備すること



【補充原則４－14－２　取締役のトレーニング方針の開示】

　当社は、取締役に当社費用での社外研修受講の推奨や、外部講師を招いた研修を実施するなど、役員のトレーニングについては積極的に支援
する方針でおります。また、会議における資料等媒体を通じて適時に必要な情報を提供するよう努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針を下記のとおり定めております。

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を重んじるものとする。把握した意見・主張を
真摯に検討し、必要に応じて適切に経営に反映させるための体制を以下のとおりとする。

　（１）株主との対話促進について統括し、建設的な対話ができるよう経営戦略本部長をIR担当役員（執行役員含む）に指定する。

　（２）上記IR担当役員を中心とし、コーポレート部門、事業部門等関係部門にて協力し、株主との対話を促進するために用いる情報の整理や資

　　　料の作成などを、行うものとする。

　（３）個別面談以外にも、事業報告会や決算説明会などによる対話、電話やメール、ウェブサイトでの問合せ時の対話、社外リソースを活用した

　　　企業レポートの配信など、IR活動の充実を図るものとする。

　（４）対話において把握した株主の意見・懸念はIR担当役員より経営陣に発信のうえ共有し、独立・客観的な視点から明らかとなった課題につい

　　　ては、その解決策を適宜取締役会にて検討するものとする。

　（５）経営陣幹部及び取締役は、未公表の重要な内部情報（インサイダー情報）が外部へ漏洩するのを防ぐため、社長及び情報管理責任者と連

　　　携を図り、情報管理を徹底する。

　（６）当社は、必要に応じて株主名簿とその統計表等を用いて自らの株主構成の把握に努めるものとする。

＜株主との対話の実施状況等＞

１．対話の主体および体制

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、代表執行役社長とIR担当役員が中心となり、株主・投資家の皆様との建設的な対話
を積極的に実施しています。IR担当部門は、これらの対話を円滑に推進するための専門組織として、経営陣と各事業部門との連携を図り、対話の
質の向上に努めています。

２．対話実績（2025年）

　株主・投資家の皆様の属性やニーズに応じ、以下のような多様な対話の機会を設けています。

　・機関投資家・アナリスト向け個別面談：年間 50回

　　　うち、社長出席：15回、IR担当役員出席：50回

　・決算説明会：年2回（延べ参加者数 約50名）

　・個人投資家向け説明会：年1回（オンライン開催、視聴者数約2,000名）

３．対話の主なテーマや株主の関心事項

　対話においては、主に以下の事項について活発な意見交換を行いました。

　・事業成長戦略

　・中期経営計画の進捗と見直し

　・M&A戦略

　・財務・資本政策

４．対話において把握された意見・懸念の経営陣や取締役会へのフィードバックの状況

　対話を通じて得られた株主・投資家の皆様の意見・懸念事項は、以下の体制で経営に反映しています。

　・取締役会への報告：必要に応じて随時、IR活動の実施状況とともに、投資家からの市場評価や提言を報告し、経営戦略の議論に活用してい

　ます。

　・経営陣・部門長への共有：経営陣や関連部門長が参加する月次の会議体において詳細を共有し、事業運営や情報開示の改善に繋げていま

　す。また、社外取締役・監査等委員向けの会議体においても個別にフィードバックを行い、客観的な視点での監督を仰いでいます。

５．対話やその後のフィードバックを踏まえて、取り入れた事項があればその内容

　投資家の皆様からのご意見に基づき、以下の改善を実施しました。

　・開示内容の拡充：決算説明資料の拡充（経営指標・業績指標等の定量情報及び事業戦略の定性情報等）

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

　当社は、中期経営計画（FY2025～FY2027）を策定し、決算説明会及び当社ホームページにて開示しております。

　本中期経営計画においては、ROE17%の達成を重要な経営目標として掲げております。この目標達成に向け、当社では利益率の向上を重要課
題と認識しており、各事業領域において、それぞれの特性に応じた戦略と具体的な取り組みを強力に推進してまいります。

　中計期間中は株主資本の効率的な活用を通じて資本効率の改善を図ります。手元資金と期間中に創出するキャッシュフローは、成長投資（M&A
含む）に優先的に充当し、機動的な資本政策として配当性向100%を目安とした株主還元を進めてまいります。また、株主・投資家の皆様との価値
共有を一層進めるため、従来の譲渡制限付株式制度に加え、中期経営計画の達成をKPIとした業績連動型株式報酬制度を導入しております。

　資本コストの具体的な開示については、2025年12月期中の公表に向けて検討を進めてまいりました。しかしながら、株主・投資家の皆様との対
話を重ねる中で、算出の基礎となるデータの設定期間や前提条件の違いにより、資本コストの解釈には多様な考え方があることを再認識いたしま
した。当社といたしましては、特定の数値を公表することよりも、自社の資本コストを十分に上回る水準として設定したROE17%の達成に注力するこ
とが、株主価値の最大化に資すると判断しております。引き続き、市場との対話を通じて投資家の皆様の期待値を把握し、資本コストを意識した経
営のあり方について検討を深めてまいります。

　●中期経営計画FY2025～FY2027

　（https://emsystems.co.jp/ir/pdf/mid-term_management_plan.pdf）



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社コッコウ 26,009,200 37.57

株式会社メディパルホールディングス 7,063,200 10.20

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,645,300 5.27

GOLDMAN SACHS & CO. REG 3,461,300 5.00

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,687,100 3.88

國光　宏昌 2,046,600 2.96

エプソン販売株式会社 1,959,200 2.83

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT 1,432,800 2.07

EMシステムズ従業員持株会 925,909 1.34

アルフレッサホールディングス株式会社 600,000 0.87

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 17 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宮田武志 他の会社の出身者

岡本しのぶ 公認会計士

亀井美和子 学者

赤羽根秀宜 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宮田武志 　 ○ ―――

　長年にわたり薬剤師として培った医療関連業
界における豊富な知識と経験、高い見識を有し
ていることから、当社経営への助言や業務執
行に対する適切な監督ができると考え、社外取
締役として適任と判断し招聘しております。　

　なお、当社の親会社や兄弟会社、大株主企
業、主要な取引先の出身者ではありません。

　また、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないため、独立役員として指定しております。

岡本しのぶ ○ ○ ―――

　長年にわたり公認会計士として培った豊富な
経験及び幅広い見識を有しており、これらを当
社の経営に反映することにより、当社のコーポ
レートガバナンス機能がさらに強化できると考
え、監査等委員である社外取締役として適任と
判断し招聘しております。同氏は、過去に会社
の経営に直接関与された経験はありません
が、上記の理由から社外取締役としての職務
を適切に遂行できるものと判断しております。

　なお、当社の親会社や兄弟会社、大株主企
業、主要な取引先の出身者ではありません。

　また、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないため、独立役員として指定しております。

亀井美和子 ○ ○ ―――

　長年にわたり薬学及び薬業に携わるととも
に、大学教授として医療関連業界における豊
富な知識と経験、高い見識を有していることか
ら、当社経営への助言や業務執行に対する適
切な監督ができると考え、社外取締役として適
任と判断し招聘しております。　同氏は、過去に
会社の経営に直接関与された経験はありませ
んが、上記の理由から社外取締役としての職
務を適切に遂行できるものと判断しておりま
す。

　なお、当社の親会社や兄弟会社、大株主企
業、主要な取引先の出身者ではありません。

　また、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないため、独立役員として指定しております。

赤羽根秀宜 ○ ○ ―――

　長年にわたり薬剤師及び弁護士として培った
医療関連業界における豊富な知識と経験、高
い見識を有していることから、当社経営への助
言や業務執行に対する適切な監督ができると
考え、社外取締役として適任と判断し招聘して
おります。　

　なお、当社の親会社や兄弟会社、大株主企
業、主要な取引先の出身者ではありません。

　また、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないため、独立役員として指定しております。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　現在、監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人は配置しておりませんが、監査等委員会が配置を求めた場合は、取締役会は協議の
うえ、監査等委員会の業務補助のための使用人を配置することとします。なお、その期間中は指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委
譲されるものとしており、その使用人の人事配置や人事考課等については、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）からの独立性を確保します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報交換を行います。また、内部監査部門との間で事業ごとの内部監査計画について協議を行うとと
もに、内部監査報告書を閲覧して協議並びに意見交換を行い、常に連携を図ります。

　当社は、監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署に
おいて審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理します。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 1 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 1 4 0 0
社内取
締役

補足説明

　当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、指名
報酬委員会を設置しております。本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とす
ることとしており、代表取締役と独立社外取締役４名の計５名を構成員としております。取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事
項、代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、取締役の指名・報酬に係る方針や基準の策定・改定
に関する事項などを審議し、取締役会に対して答申を行います。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　譲渡制限付株式報酬制度の導入

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

　近年は譲渡制限付株式報酬制度及び譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度に移行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示を行なっておりません。有価証券報告書並びに事業報告につき取締役
の報酬総額を開示しております。また、社外取締役につきましては、その総額を内数として開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬制度や支給方針、個別支給額等の決定は、以下の基本方針に沿って、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会で
審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決議するものとします。

a：基本方針

　当社の取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保しつつ、持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして役員の貢献意欲・士気を高める
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職責や成果を反映した適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業
務執行取締役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬から構成されております。

　また、監督を担う社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬として定める固定報酬のみにより構成さ
れております。

b：基本報酬に関する方針

　前年度の経営実績及び報酬実績を総合的に勘案し、取締役報酬規程に定める役位別報酬テーブルに基づき決定するものとします。

c：業績連動報酬に関する方針

　業績及び役割等を基準として業績連動報酬額を決定するものとします。

d：非金銭報酬等に関する方針

　非金銭報酬は、譲渡制限付株式を用いた株式報酬であり、業績及び役割等を基準としてその額を決定し、原則毎年一定時期に付与するものと



します。

e：報酬等の割合に関する方針

　職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2018年６月19日開催の第35期定時株主総会において月額30百万円以内と
決議しております。また2025年３月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対
し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額140百万円（年100,000株以内、株式分割・株式併合その他株式の総数の調整が必要な事由が生
じた場合、当該総数を合理的な範囲で調整）と決議しております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年３月28日開催の第42期定時
株主総会において月額４百万円以内、また監査等委員（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額14百万円（年10
,000株以内、株式分割・株式併合その他株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合、当該総数を合理的な範囲で調整）と決議しております。

【社外取締役のサポート体制】

　当社は、取締役会においては、社外取締役に対して事前に資料を配布するとともに、取締役その他の使用人に経営上重要な事項の報告を求め
る時間を設けております。また、情報の収集にあたっては、稟議書等の重要な文書の閲覧が随時可能となっております。

　さらに、監査等委員会が配置を求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを
おくこととします。そのために、内部監査部門スタッフを補助すべき使用人として指示しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会について

　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化するため、監査等委
員会制度を採用しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及
びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を３分の１以上選任しております。（取締役合計９名の内、４名が独
立社外取締役）

　当社は、法定事項及び会社規程において定める取締役会の決議が必要な事項、業務執行に関する重要事項を意思決定するとともに、取締役
の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を月１回開催しております。また、取締役会の開催が必要な事項が発生したときには、必要に応じ
て都度臨時取締役会を開催しております。

社外取締役について

　当社は、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した積極的な提言や示唆を実施でき、中立的、客観的な立場からの意見を反
映させるため、豊富な経験と高い見識を有し、当社の大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を独立社外取締役（監査等委員を含む）
として４名選任しております。

　社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。

監査等委員である取締役について

　監査等委員会の構成については、常勤取締役が１名、非常勤取締役が３名（うち社外取締役が３名）としております。

　監査等委員である取締役は取締役会へ出席するとともに、その他の重要な会議及び委員会に出席し適宜意見を表明するなど、監査機能がより
有効・適切に機能するよう努めております。また、定例監査等委員会を月１回開催しております。

監査等委員である社外取締役について

　当社は、中立的、客観的な意見を取締役会決議に反映させることで適切なリスクテイクを後押しし、当社の中長期的な成長をサポートできる人物
が望ましいことから、豊富な経験と高い見識を有し、当社の大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を監査等委員である社外取締役と
して３名選任しております。

執行役員について

　当社は、経営環境と業界基準の変化に迅速に対応することを目的として執行役員制度を設けております。さらに業務執行状況の確認並びに経
営戦略の立案、審議を行うため、各組織の執行責任者が出席する会議を月２回開催しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役による適正な経営管理を確保しつつ、監査等委員会が取締役会と協働して当社の監督機能の一翼を担い、社会的信頼に応える
良質な企業統治体制を確立することを目的として監査等委員会制度を採用しております。

　また、執行役員を任命し、取締役会の意思決定に対して適切な経営管理と効率的な業務執行の両立が図れる体制としております。

　さらに、取締役会、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人において連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの
徹底及び内部統制の強化を図るため、上述の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　当社は、株主総会は株主の皆様との建設的な対話のための重要な場であることを踏ま
え、2016年度より招集通知早期発送のための体制を整え、株主総会開催日の２週間以上
前の発送に取り組み実施しております。

電磁的方法による議決権の行使

　当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えておりま
すが、外国人株主比率等の推移も踏まえ、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考
にしつつ、各種手続・費用等を勘案し、第36期定時株主総会（2019年３月期にかかる定時
株主総会）よりインターネットによる議決権行使を可能とするための環境を整えておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供

　当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えておりま
すが、外国人株主比率等の推移も踏まえ、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考
にしつつ、各種手続・費用等を勘案し、第36期定時株主総会（2019年３月期にかかる定時
株主総会）より招集通知（狭義の招集通知・参考書類）の英訳を当社ウェブサイトに掲載し
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　当社は、半期ごとにアナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。
また、説明会以外にも個別面談方式での業績説明を四半期ごとに行っており、
安定株主の獲得を目指したＩＲ活動を継続的に行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　当社は、個別面談方式での業績説明を四半期ごとに行っており、英文の資
料をもとに安定株主の獲得を目指したＩＲ活動を継続的に行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　当社は、四半期ごとの決算、及び業績に影響を及ぼす可能性のある情報は
随時、開示しております。

　英文による情報発信については、2016年度より決算短信の英訳を開始して
おり、現在は決算説明資料、中期経営計画、および株主総会招集通知・参考
書類等の主要な開示資料についても英訳を行い、当社ウェブサイト（英語ペー
ジ）へ掲載しております。海外投資家の皆様に対する情報の公平性・即時性の
向上を目的として、開示範囲の拡大や日英同時開示に向けた体制整備を順次
進めております。

（https://emsystems.co.jp/english/financial.html）

≪ウェブサイト掲載情報≫

財務情報

中期経営計画

プレスリリース

ＩＲ関連の年間スケジュール

株価情報

株主向け情報（招集通知・株主優待等）

電子公告

（https://emsystems.co.jp/ir/irnews.html）

IRに関する部署（担当者）の設置
　当社のＩＲ業務につきましては、経営戦略本部長を責任者として、経営戦略本
部 経営戦略課内にＩＲ担当者を配置し対応しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は「人と地球の健康に貢献し続けます」という経営理念の下、医療、介護/福祉業界
発展のためシステム提供を通じて持続可能な社会の実現に貢献しております。

　環境面では、温室効果ガス排出量の継続的な算出・管理とともに、気候変動対策を強化
しております。具体的には、場所を問わない柔軟な働き方の推進による移動エネルギーの
削減、お客様先への訪問手段の最適化、及び電子契約やウェブ納品書の導入による紙資
源使用量と郵送負荷の削減など、日々の業務を通じた環境負荷低減に取り組んでおりま
す。

　社会貢献面では、通信販売サイトにおけるポイント寄付制度や、医療サービス発展を目
的とした諸団体への支援を継続しているほか、スポーツ新興を通じた社会活性化にも寄与
しております。今後もステークホルダーの皆様との共創により、社会課題の解決に資する
仕組みの構築を推進してまいります。

【環境課題に対する基本方針】

　当社は、事業を通して地球環境の維持・保全に積極的に取り組み、持続可能な社会の継
続的発展に貢献します。 事業を通じて皆様が安心して生活できる環境づくりに貢献しま

す。当社は、医療・介護/福祉業界における電子化を推進していくことで、CO2を削減し、地
球環境の保全に貢献します。 私達は将来の皆様の健康と地球の健康を守り続けるために

日々挑戦していきます。

　当社は、事業活動推進において、環境関連法規則・条例ならびにその他の要請事項を遵
守します。

　当社は、企業活動を通じて発生する環境への悪影響を低減するために、温室効果ガス排
出量削減・省エネルギー・リサイクル、廃棄物の削減に努め、地球環境保全を推進します。

　当社は、事業における生態系に及ぼす影響に配慮し、生物多様性の損失防止に努めま
す。

　当社は、社内での環境教育を通じて、すべての社員が環境方針の理解と推進を心掛け
るよう、意識の向上を図ります。

　当社は、環境負荷低減に資するサービス等の提供を通じて、社会全体の温室効果ガス
削減を推進します。

　当社は、環境についての考え方や活動情報を当ホームページに社内外に公表し、公表
内容についてのコミュニケーションを行います。社会からの要請やフィードバックを反映さ
せ、改善に取組みます。

【長期目標KPI（2030年）】

１．温室効果ガス排出量（Scope 1＋2）：2020年比 25%削減

２．主要な社内外プロセスの電子化比率（電子契約等）：80%

　なお、自社のサステナビリティに関する詳細な取組み、及び温室効果ガス排出量等の実
績データ（ESGデータ集）は、当社ウェブサイトにて公開しております。

（https://emsystems.co.jp/sustainability/）

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、全てのステークホルダーに対し、法令及び東京証券取引所の規則を遵守し、公
平かつ迅速な情報開示を行うことを基本方針としております。 規則に該当しない非財務情

報等についても、自社ウェブサイト等の適切な手段を通じて積極的に公開し、透明性の高
い情報提供に努めております。

その他

【健康経営宣言】

　私たちは、経営理念「人と地球の健康に貢献し続けます」の理念のもと、医療・介護/福祉
業界の支援を行って参りました。 デジタルで日本の医療・介護の現場を支える当社にとっ

て、従業員の健康を維持することこそが人的資本の形成の上で重要な経営課題ととらえ、
多様な人材が生き生きと働き続けることができる基盤づくりとして、働き方改革、健康保持・
増進活動を通じて健康経営を推進し、従業員エンゲージメントの向上と、ウェルビーイング
の実現を目指します。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会が決定する業務担当に基づいて法令並びに会社規程に則り業務を執行し、経営環境の
変化に対応して経営責任を明確にするため任期を１年としております。なお、取締役の職務の執行にかかる適法性を高めるため、社外取締役を
配置しております。

　当社は、社内教育等を通じて法令並びに社内ルールの周知徹底を図るとともに、管理本部長をコンプライアンス担当責任者として、経営に係るリ
スクが発生した場合において適時に速やかな対応を図る体制を整え、これらのリスクによる損失を最小限にとどめるものとしております。

　当社は、業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について調査するため、業務執行部門から独立した社長直属の機関とし
て内部監査部門を設置しております。内部監査部門は、法令、定款及び会社規程の遵守状態、職務の執行の手続及び内容の妥当性を定期的に
監査し、その結果を社長、被監査部門及び監査等委員会に報告しております。

　当社は、法令並びに会社規程に違反する行為又は会社に著しい損害を与える恐れのある事実を早期に発見、是正することを目的として内部通
報体制を構築しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、株主総会、取締役会等の重要な会議の議事録や稟議書等の重要な文書並びに電磁的記録について、管理本部長を責任者として会社
規程に定められた期間保存しております。なお、取締役は、必要に応じてこれらの文書を常時閲覧することが可能です。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、コンプライアンスの徹底及び内部統制を有効に機能させることを目的として会社規程を制定し、平常時からリスクの低減及び危機の未
然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、業務執行にかかわる重要事項の意思決定並びに取締役の経営計画に基づいた業務執行状況の監督を適切に行うことを目的とし
て毎月１回以上開催しており、原則として全取締役が出席しております。

　当社は、取締役会の意思決定機能並びに業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しております。さらに毎月２回開催される各組
織の執行責任者が出席する会議において業務執行状況の確認並びに経営戦略の立案、審議を行っております。

５．当社並びに子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、会社規程に基づいて当社への事業内容並びに会計記録の定期的な報告を義務
づけており、必要に応じて適正な助言を行っております。

　子会社からの重要案件については、当社を含めて事前協議を行うとともに、当社の取締役会、その他の会議において付議又は報告されており、
企業グループ全体としての情報共有に努めております。

　当社の内部監査部門は、定期的に子会社における法令、定款並びに会社規程の遵守状態、職務の執行の手続及び内容の妥当性を監査してお
り、当社同様、被監査部門に対して問題点の是正又は改善を勧告しております。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する
事項

　取締役会は、監査等委員会が配置を求めた場合は、協議のうえ監査等委員会の業務補助のための使用人を配置することとします。なお、その
期間中は指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されるものとしており、その使用人の人事配置や人事考課等については、監査等
委員会の事前の同意を得ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保します。

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体
制

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合のほか、会社経
営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、速やかに監査等委員会に報告する体制を整えております。

　監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視するため、当社グループの取締役会並びにその他の重要な会議及び委
員会に出席し、業務執行にかかる重要な意思決定に臨席するとともに、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて関係する取締役（監査等
委員である取締役を除く。）又は使用人に説明を求めております。

　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、そ
の旨を当社グループの役職員に周知徹底しております。

８．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。また、内部監査部門との間で事業ごとの内部監査計画について協議を行
うとともに、内部監査報告書を閲覧して協議並びに意見交換を行い、常に連携を図っております。

　当社は、監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署に
おいて審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切の関係を遮断すると
ともにこれらの活動を助長するような行為を行いません。

　また、管理本部を対応統括部署として弁護士・警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力に対してはグループ全体として組織的に毅
然とした姿勢で対応してまいります。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



コーポレートガバナンス体制

株主総会

会計監査人

本部長・カンパニー長
統括部長

当社各部門・グループ会社
内部監査

内部監査部門

取締役の選任・解任

選任・解任

連携

連携

監査・監督

報告 監視

会計
監査

指示報告

選定
解職
監督

招集
報告

取締役会
取締役（監査等委員除く）５名
（うち社外取締役１名）

監査等委員会
取締役会（監査等委員）４名
（うち社外取締役３名）

経営会議

監督

連携

報告

サステナビリティ
委員会

連携

指名報酬委員会

答申

諮問

代表取締役社長執行役員

指示

招集 監督

報告



適時開示体制

当社 子会社・関係会社各社

決算情報・決定事実・発生事実

IR担当役員

取締役会

報告

上程

決議

IR担当役員

管理部門長、事業部門長
経営企画部門長

指示

会社情報の適時開示の実施

株主・投資家及び資本市場

東京証券取引所 記者クラブ 当社ウェブサイト

監査等委員会

モニタリング

情報の流れ

開示担当者（経営企画部門、経理部
門）、またはその委任を受けたもの

東京証券取引所
弁護士
司法書士
会計士

監査等委員会

事前協議


